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ＩＰ通信網サービス契約約款（ＯＣＮ） 共通編 【現改比較表】 2025年4月4日現在 

～2025年4月6日 2025年4月7日～ 

 

目次（略） 

第１章～第 14 章（略） 

別記（略） 

目次（略） 

第１章～第 14 章（略） 

別記（略） 

 附 則（令和７年３月 13 日 光事推第 004656 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年４月７日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 ３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 （サービス提供の終了） 

４ 当社は、第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ８のコース１のプラン８、

プラン 10、プラン 12、プラン 20、プラン 22、プラン 24 又はタイプ８のコース３のプラン

８、プラン 10、プラン 12、プラン 20、プラン 22、プラン 24 のものに限ります）の配線方

式による区別がＬＡＮ配線方式又はＶＤＳＬ方式のものについて、その契約者回線の終端と同

一の構内又は建物内が光配線方式の提供区域である場合であって東日本電信電話株式会社又は

西日本電信電話株式会社が別に定める建物等に該当するときは、その第２種オープンコンピュ

ータ通信網サービスの提供を終了するものとします。この場合において、当社は終了の期日等

をあらかじめその第２種契約者に通知します。 

 （第 2 種契約の品目等の変更に係る工事費の適用除外） 

５ 当社は、令和７年４月７日から令和８年１月 31 日までの間に、第２種契約者からその第

２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ８のコース１のプラン８、プラン 10、プ

ラン 12、プラン 20、プラン 22、プラン 24 又はタイプ８のコース３のプラン８、プラン

10、プラン 12、プラン 20、プラン 22、プラン 24 のものに限ります）に関する配線方式に

よる区分をＬＡＮ配線方式又はＶＤＳＬ方式から光配線方式へ変更（契約者回線の移転を伴 
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 うものを除きます。）する請求があり、令和８年７月 31 日までに変更の工事を行ったとき

は、別冊（オープンコンピュータ通信網サービス （第２種オープンコンピュータ通信網サー

ビスに限ります））料金表第２表２ー２－３の（２）に規定する料金額を適用しません。 

 （OCN ひかり電話利用回線の品目等の変更に係る工事費の適用除外） 

６ 当社は、令和７年４月７日から令和８年１月 31 日までの間に、OCN ひかり電話利用回

線（第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ８のコース１のプラン 8、プラン

10 又はプラン 12）のものに限ります。）について、配線方式による区別をＬＡＮ配線方式又

はＶＤＳＬ方式のものから光配線方式のものへの品目等の変更の請求があり、令和８年７月

31 日までにその移転又は品目等の変更の工事を行ったときは、その工事に伴う OCN ひかり

電話契約に係る交換機等工事費（付加機能に係るものを除きます。）について、別冊（OCN 

ひかり電話サービス）料金表第２表２（１）に規定する交換機等工事費を適用しません。 

 ７ 当社は、OCN ひかり電話利用回線（第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイ

プ８のコース１のプラン 20、プラン 22 又はプラン 24）のものに限ります。）について、配

線方式による区別がＬＡＮ配線方式又はＶＤＳＬ方式のものから光配線方式のものへの品目等

の変更の請求があり、その移転又は品目等の変更の工事を行ったときは、その工事に伴う

OCN ひかり電話契約に係る工事費（OCN ひかり電話サービスの利用の開始に係る基本工事

費（基本額の部分に限ります。以下同じとします。）、交換機工事費及び機器工事費に限りま

す。）について、別冊（OCN ひかり電話サービス）料金表第２表２（１）に規定する基本工

事費及び交換機工事費並びに第３表第４の２に規定する機器工事費を適用しません。ただし、

OCN ひかり電話契約者の責めに帰すべき理由により当社がその請求又は申込みを承諾後１年

以内にその OCN ひかり電話サービスの提供を開始できなかった場合は、この限りでありませ

ん。 

 （その他） 

８ この附則第５項、第６項及び第７項に定める場合において、第２種契約者から別冊（オー

プンコンピュータ通信網サービス （第２種オープンコンピュータ通信網サービスに限りま

す））料金表第２表１－２の（８）に定める割増工事費が適用される工事、又は別冊（OCN 

ひかり電話サービス）料金表第２表１の（７）に定める割増工事費が適用される工事の請求が

あったときは、その割増工事費として加算して適用される額は第２種契約者に負担していただ

きます。 

 


